
月 日
日７ 20参議院議員通常選挙参議院議員通常選挙

（ 公 示 日 　 月 　 日 　 ）
７月20日（日）は、第27回参議院議員通常選挙の投票日です。
選挙は、私たちの意見や願いを政治に反映させる最大の機会です。
棄権することなく、悔いのない一票を投じましょう。

7 3 （木）
投票日のおでかけは、投票所経由で！
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投票日に投票所に行けない方は、次の投票方法により投票できます。
期日前投票制度

　重度の障がい等がある方でかつ自署できる方のうち、次のいずれかに該当する場合は、
郵便等による不在者投票ができます。あらかじめ事前の登録と申請（投票日の４日前まで）
が必要になりますので、選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便等投票制度

介護保険法上の要介護認定を
受けている方で下記に該当

身体障害者手帳の交付を受けている方で、
障がいの程度が下記に該当

戦傷病者手帳の交付を受けている
方で、障がいの程度が下記に該当

要介護５

免疫・肝臓
の障がい

両下肢・体幹・
移動機能の
障がい

心臓・じん臓・呼吸
器・ぼうこう・直腸・�
小腸の障がい

両下肢・
体幹の
障がい

心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸・
肝臓の障がい

１級〜３級 １級
または２級

１級
または３級

特別項症
〜第２項症

特別項症
〜第３項症

《代理記載投票》
　郵便等投票による不在者投票の対象となる方で、
次のいずれかに該当する方は、あらかじめ市の選挙
管理委員会に届け出た代理記載人（選挙権を有する
方）に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程
度が下記に該当
上肢または視覚の障がいの程度が１級

戦傷病者手帳の交付を受けている方で障がいの程度
が下記に該当
上肢または視覚の障がいの程度が特別項症〜第２項症

不在者投票制度
《市外に滞在している方》※請求はお早めに
　仕事や学業などの理由で市外に滞在している場合は、滞在先の市区町
村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
　ご希望の方は、「請求書（兼宣誓書）」に必要事項を記入し、直接か郵送
で綾瀬市選挙管理委員会へ提出してください。（持参は代理人でも可）
※�「請求書（兼宣誓書）」用紙は、選挙管理委員会で直接入手するか、
市ホームページの「申請書等配信」からも印刷できます。

《病院や老人ホームに入院・入所している方》
　指定された病院や老人ホームなどに入院・入所中の方は、その施設で
不在者投票ができます。詳しくは入院・入所している施設に確認してく
ださい。

《期日前投票期間中に１８歳に達する前に投票する方》
　投票当日に、仕事や用事などの理由で投票所に行くことができない方
で、期日前投票期間中に１８歳に達する前に投票をする場合は、不在者投
票となりますので、請求書（兼宣誓書）に必要事項を記入し、受付をし
てから不在者投票による投票をすることができます。（投票箱への投函
はできません。）

　投票日当日に、仕事や用事などの理由で投票所に行くことができ
ない方を対象にした制度です。選挙人本人が投票用紙を直接投票箱
に投函できます。
　●持参するもの　投票所入場整理券
　　　　　　　　　�投票所入場整理券同封の期日前投票用請求書
　　　　　　　　　 （兼宣誓書）
　●期日前投票所　綾瀬市役所１階　Ｊ１−１会議室
　●投 票 期 間� ７月４日（金）〜１９日（土）
　●投 票 時 間　午前８時３０分〜午後８時
《ご注意ください》
○�投票所入場整理券が未着あるいは持参忘れの場合でも投票でき
ます。

○�投票所入場整理券同封の期日前投票用請求書（兼宣誓書）にあ
らかじめ記入をしてお持ちいただくと受付がスムーズです。

○�期間中に１８歳になる方は、１８歳に達した日以降となります。そ
れ以前は不在者投票制度による投票となります。（右記参照）

投票時間は、 
午前７時から午後８時まで

本市の選挙人名簿に登録されている方が
投票できます。（詳しくは裏面を参照）

選挙公報は、 
各戸配布でお届けします

７月９日（水）頃〜１４日（金）の予定です。
上記期間を過ぎても配布されない場合は、選挙管
理委員会にご連絡ください。また、市の公共施設
（市役所・地区センター等）にも置かれるほか市
のホームページでもご覧いただけます。

投票所入場整理券を発送します
投票所入場整理券を６月下旬より発送します。
封筒の中に世帯員（４名まで１通）分の入場整理券
が入っていますので、ご自分の券を切り離して投票
所にお持ちください。
万一届いていない場合や紛失した場合でも投票でき
ますので、投票所で係員に申し出てください。この
場合、本人確認にご協力をお願いします。
※郵便事情により配送が遅れることもあります。

選挙特
集



2025年（令和７年）６月
選挙特集選挙特集

（� ）

障がいのある方や介護認定を受けている方にご自
宅から投票所まで無料で送迎するタクシー利用券
を送付します。
当日投票及び期日前投票どちらも利用できます。

投票日当日の投開票速報は市ホームページでご覧いただけます

投票所への移動に関する支援を実施します。自宅 ➡➡ 投票所

開票の日程

綾瀬市ホームページ https://www.city.ayase.kanagawa.jp/index.html❖

場所　IIMURO GLASS綾瀬市民スポーツセンター体育館（大体育室）
日時 ７月２０日（日）　午後９時から　

投票区 投票所の名称 所在地
落合第１ 落合自治会館 落合南６丁目１番４６号

落合第２ 落合小学校
（体育館） 落合北３丁目１０番１号

中村 中村自治会館 深谷中５丁目２３番３５号
上深谷 上深谷自治会館 深谷上２丁目１５番３２号
大上第１ 大上自治会館 大上５丁目９番４１号
大上第２ 大上会館 大上５丁目２１番３４号

蓼川 北の台小学校
(図工室)※1 大上９丁目１４番１号

寺尾第１ 寺尾綾北自治会館 寺尾本町２丁目７番３号
寺尾第２ 寺尾南自治会館 寺尾南２丁目３番１６号
寺尾台 寺尾いずみ会館 寺尾台３丁目６番２５号

寺尾中 綾北福祉会館
（２階集会室） 寺尾中１丁目３番２２号

寺尾北 寺尾児童館
（武道場） 寺尾北２丁目２番１号

小園 小園自治会館 小園３９８番地１
早川 早川自治会館 早川２９３４番地６
綾西 綾西自治会館 綾西２丁目１１番１４号
吉岡 吉岡自治会館 吉岡２３１６番地１０

芝原 春日台中学校
（体育館）※2 吉岡３９３番地１

上土棚第１ 南部ふれあい会館 上土棚南１丁目５番１０号

上土棚第２ 綾南小学校
（体育館） 上土棚中１丁目１２番１９号

上土棚第３ 上土棚自治会館 上土棚北４丁目７番４７号

綾瀬市 検索 

投票所一覧

新住所地では投票できません。
綾瀬市の選挙人名簿に登録されている方
は、綾瀬市で投票できます。  

新住所地に 
令和７年４月３日以降
に転入の届出をした方 

転出先市区町村に引き続き３か月以上住
民登録があれば新住所地で投票できます
（綾瀬市では投票できません）。

新住所地に 
令和７年４月2日まで
に転入の届出をした方 

投票日当日は投票できません。
ただし、期日前投票をする日において転
出日から４か月が経過していない方で、
綾瀬市の選挙人名簿に登録されている方
は、綾瀬市で期日前投票できます。

 
新住所地に 
令和７年４月３日以降
に転入の届出をした方 

転出先市区町村に引き続き３か月以上住
民登録があれば新住所地で投票できます
（綾瀬市では投票できません）。

新住所地に 
令和７年４月２日まで
に転入の届出をした方 

綾
瀬
市
か
ら
転
出
し
た
方 

令和７年 
３月19日  
以前に転出 
した方 

令和７年 
３月20日  
以降に転出 
した方 

 

新住所地の投票所で
投票できます

前住所地の投票所で
投票できます

 

令和７年４月２日まで
に転入の届出をした方

令和７年４月３日以降
に転入の届出をした方

令和７年６月２日まで
に転居の届出をした方

令和７年６月３日以降
に転居の届出をした方

 

 

住所を変えた方

住所を変えていない方

投票できます 平成19年７月21日
までに生まれた方

住所変更した方は、投票場所にご注意を

綾瀬市に
転入した方

市内で
住所を移した方

引き続き３か月以上綾瀬
市に住民登録があれば
投票できます。

綾瀬市で投票できません。
ただし、前住所地の選挙人
名簿に登録されている方は、 
前住所地で投票できます。

投票所の変更があります。
蓼川投票区・芝原投票区の方はご注意ください。

北の台小学校（体育館）➡ 春日台中学校（武道場）➡

北の台小学校（図工室） 春日台中学校（体育館）
蓼川
投票区

芝原
投票区

※1 ※2

【注意】①自ら送迎車両までの移動及び乗車が可能な方が対象となります。
　　　 ②�自ら送迎車両までの移動及び乗車が困難な場合は、自宅及び投票所において送迎車両まで介助す

る付添い又は介護する者が同伴できる方が対象となります。
　　　 ③��利用区間は、自宅と投票所との往復になりますので、途中下車や乗車地以外への移動はできません。
�　　　 ④タクシー台数には限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。

詳しい事業の利用方法や対象要件については、選挙管理委員会へお問い合わせください。

みんなにやさしい
選挙を目指しています。

※�代理投票・点字投票を希望
される方は、投票所の係員
にお申し出ください。


